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風
で
テ
レ
ビ
ア
ン
テ
ナ
が
倒
れ

た
り
、
看
板
や
ト
タ
ン
板
な
ど
が

飛
ば
な
い
か
、
点
検
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　
ま
た
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
が
飛

ん
だ
り
、
樹
木
の
枝
が
折
れ
か
か

っ
た
り
し
て
停
電
の
原
因
に
も
な

り
ま
す
の
で
、
家
の
周
り
も
点
検

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
停
電
に
備
え
て
、
懐
中
電
灯
や

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ
の
準
備

は
で
き
て
い
ま
す
か
？

　
台
風
が
過
ぎ
去
っ
た
後
で
切
れ

た
電
線
や
垂
れ
た
電
線
が
あ
れ
ば

触
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、
電
力
会

社
へ
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
財
団
法
人 

四
国
電
気
保
安
協
会

　
高
知
支
部
 

中
村
事
業
所

　
蕁
３
４
―
６
４
３
１

　
法
務
局
で
取
り
扱
う
供
託
（
地

代
・
家
賃
弁
済
供
託
な
ど
）
手
続

き
を
、
自
宅
や
事
務
所
の
パ
ソ
コ

ン
を
利
用
し
て
、
供
託
所
の
窓
口

に
出
向
く
こ
と
な
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
供
託
金
の
納
付
の
方
法

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
や
ペ
イ
ジ
ー
マ
ー
ク
の
あ
る
Ａ

Ｔ
Ｍ
を
利
用
し
た
電
子
納
付
が
可

能
に
な
る
な
ど
、
よ
り
利
用
し
や

す
い
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 
供
託
手
続
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
・
電
子
納
付
に
つ
い
て
の
詳
し

い
こ
と
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w

w
.m

oj.go.jp/

） 

ま

た
は
高
知
地
方
法
務
局
供
託
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 
 
 

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局
供
託
課

蕁
０
８
８
―
８
２
２
―
３
４
５
８

　
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

で
は
、
五
月
二
十
一
日
か
ら
、
不

動
産
登
記
と
商
業
・
法
人
登
記
に

つ
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
よ
る

事
務
を
取
り
扱
い
し
て
い
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で
は
…

■
登
記
の
申
請
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
行
う
場

合
、
登
記
申
請
情
報
＊１
お
よ
び

添
付
情
報
＊２
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
利
用
し
て
送
信
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※
従
来
の
書
面
に
よ
る
登
記
の
申

請
も
引
き
続
き
可
能
で
す
。

＊
１
 

申
請
情
報

　
不
動
産
を
識
別
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
、
申
請
人
の
氏
名
ま
た

は
名
称
、
登
記
の
目
的
な
ど
、
登

記
を
申
請
す
る
際
に
必
要
な
事
項

と
し
て
政
令
（
不
動
産
登
記
令
３

条
参
照
）
で
定
め
る
情
報
の
こ
と

で
す
。

＊
2
 

添
付
情
報

　
「
申
請
情
報
」
と
併
せ
て
登
記

所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

情
報
の
こ
と
で
す
。

■
従
来
の
「
登
記
済
証
（
権
利
証
）」

に
替
え
て
「
登
記
識
別
情
報
の

通
知
」
お
よ
び
「
登
記
完
了
証
」

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
登
記

済
証
（
権
利
証
）
は
、
書
面
に

よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合

に
、
従
来
ど
お
り
添
付
書
面
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

■
一
筆
の
土
地
お
よ
び
一
個
の
建

物
ご
と
に
「
不
動
産
番
号
」
が

付
さ
れ
ま
す
。

※
不
動
産
番
号
は
、
登
記
事
項
証

明
書
、
登
記
完
了
証
な
ど
に
表

示
さ
れ
、
登
記
事
項
要
約
書
に

は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
登
記
事
項
証
明
書
お
よ
び
印
鑑

証
明
書
の
送
付
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
求
さ
れ
た
書
類
は
郵
送
で
お

届
け
し
ま
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
概
要
、
申

請
手
続
き
お
よ
び
作
成
手
順
な
ど

は
法
務
局
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス

テ
ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://shi

nsei.m
oj.go.jp/

）を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十

支
局
（
蕁
３
４
―
１
６
０
０
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

法
務
局

供
託
の
新
し
い
制
度

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
・
電
子
納
付
に
つ
い
て

高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

不
動
産
登
記
と
商
業
・
法
人
登
記

の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
で
き
ま
す

　北海道の北東洋上に連なる歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方領土は、日本人によって開拓され、日
本人が住み続けていた島々です。
　しかし、1945年（昭和20年）8月の第二次世界大戦終了直後、北方領土はソ連軍（現ロシア軍）によって不
法に占拠され、日本でありながら日本人の住めない島々になってしまいました。「北方領土問題」とは、第二次
世界大戦後から60年以上が経過した今もなお、ロシアに不法占拠されている北方領土の返還を、一日も早く実
現するという、まさに国家の主権にかかわる重大な課題なのです。

（内閣府ホームページ http://www8.cao.go.jpより）

台
風
シ
ー
ズ
ン
に
備
え
ま
し
ょ
う

8月・2月は「北方領土返還運動全国強調月間」8月・2月は「北方領土返還運動全国強調月間」8月・2月は「北方領土返還運動全国強調月間」
はぼまい しこたん くなしり えとろふ


